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規

則

東
京
都
懸
垂
電
車
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
六
十
二
号

東
京
都
懸
垂
電
車
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

東
京
都
懸
垂
電
車
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例
（
令
和
五
年
東
京
都
条
例
第
六
十
九
号
）
の
施
行
期

日
は
、
令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
交
）

◉
交
通
局
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東
京
都
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局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男
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東
京
都
交
通
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
組
織
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
交
通
局
規
程
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
五
条
の
表
総
務
部
の
部
財
務
課
の
項
中
第
九
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
一
号
を

第
十
号
と
し
、
同
部
安
全
対
策
推
進
課
の
項
第
二
号
並
び
に
同
表
電
車
部
の
部
管
理
課
の
項
第
一
号
及

び
第
二
号
中
「
、
懸
垂
電
車
」
を
削
り
、
同
部
営
業
課
の
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
中
「
、

懸
垂
電
車
」
を
削
り
、
同
項
第
六
号
中
「
及
び
懸
垂
電
車
」
を
削
り
、
同
項
第
七
号
及
び
第
八
号
中

「
、
懸
垂
電
車
」
を
削
り
、
同
部
運
転
課
の
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
同
表
車
両
電
気
部
の
部
管

理
課
の
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
の
二
ま
で
及
び
同
部
車
両
課
の
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
中

「
、
懸
垂
電
車
」
を
削
り
、
同
部
電
力
課
の
項
第
一
号
中
「
、
懸
垂
電
車
」
を
削
り
、
同
項
第
四
号
を

削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
、
懸
垂
電
車
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
六
号
中
「
、

懸
垂
電
車
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
部
信
号
通
信
課
の
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

の
規
定
中
「
、
懸
垂
電
車
」
を
削
り
、
同
表
建
設
工
務
部
の
部
管
理
課
の
項
第
三
号
中
「
懸
垂
電
車
及

び
」
を
削
り
、
同
部
計
画
改
良
課
の
項
第
八
号
中
「
、
懸
垂
電
車
」
を
削
り
、
同
部
保
線
課
の
項
第
三

号
中
「
懸
垂
電
車
及
び
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
五
十
四
号

東
京
都
交
通
局
荒
川
電
車
営
業
所
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

東
京
都
交
通
局
荒
川
電
車
営
業
所
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
荒
川
電
車
営
業
所
処
務
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
交
通
局
規
程
第
四
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
及
び
東
京
都
懸
垂
電
車
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
五
十
五
号

東
京
都
交
通
局
車
両
検
修
場
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

東
京
都
交
通
局
車
両
検
修
場
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
車
両
検
修
場
処
務
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
交
通
局
規
程
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
東
京
都
交
通
局
志
村
車
両
検
修
場
の
項
場
の
所
管
車
両
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

東
京
都
電
車
の
車
両

東
京
都
地
下
高
速
電
車
三
田
線
の
車
両

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
の
車
両

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
五
十
六
号

東
京
都
交
通
局
工
務
事
務
所
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

東
京
都
交
通
局
工
務
事
務
所
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
工
務
事
務
所
処
務
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
交
通
局
規
程
第
百
三
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
号
中
「
東
京
都
懸
垂
電
車
及
び
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
、
東
京
都
懸
垂
電
車
」

を
削
る
。附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◉
交
通
局
規
程
第
五
十
七
号

東
京
都
交
通
局
地
下
鉄
改
良
工
事
事
務
所
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

東
京
都
交
通
局
地
下
鉄
改
良
工
事
事
務
所
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
地
下
鉄
改
良
工
事
事
務
所
処
務
規
程
（
平
成
二
十
八
年
交
通
局
規
程
第
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
号
中
「
東
京
都
懸
垂
電
車
及
び
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
五
十
八
号

東
京
都
交
通
局
保
線
管
理
所
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

東
京
都
交
通
局
保
線
管
理
所
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
保
線
管
理
所
処
務
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
交
通
局
規
程
第
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
を
第
七
号
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
五
十
九
号

東
京
都
交
通
局
電
気
総
合
管
理
所
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

東
京
都
交
通
局
電
気
総
合
管
理
所
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
電
気
総
合
管
理
所
処
務
規
程
（
平
成
二
十
二
年
交
通
局
規
程
第
二
十
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
号
、
第
四
号
及
び
第
七
号
中
「
、
東
京
都
懸
垂
電
車
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
六
十
号

東
京
都
交
通
局
電
気
管
理
所
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

東
京
都
交
通
局
電
気
管
理
所
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
電
気
管
理
所
処
務
規
程
（
平
成
十
一
年
交
通
局
規
程
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
第
一
号
中
「
及
び
東
京
都
懸
垂
電
車
（
以
下
「
東
京
都
電
車
等
」
と
い
う
。
）
」
を

削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
東
京
都
電
車
等
」
を
「
東
京
都
電
車
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
六
十
一
号

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
職
名
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
職
名
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
職
名
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
交
通
局
規
程
第
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
「
モ
ノ
レ
ー
ル
運
転

自
動
車
運
転
」
を
「
自
動
車
運
転
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◉
交
通
局
規
程
第
六
十
二
号

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
七
年
交
通
局
規
程

第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
電
車
部
の
部
電
車
営
業
所
の
項
中

「
運
転
業
務
に
従
事
す
る
職
員

普
通
勤
務
ハ

を

懸
垂
電
車
区
の
職
員

普
通
勤
務
ロ

」

「
運
転
業
務
に
従
事
す
る
職
員

普
通
勤
務
ハ

」
に

改
め
、
同
表
車
両
電
気
部
の
部
車
両
検
修
場
の
項
中
「
及
び
懸
垂
電
車
の
保
守
に
従
事
す
る
職
員
」
を

削
る
。

別
表
第
二
普
通
勤
務
の
部
ロ
の
項
中
「
電
車
営
業
所
懸
垂
電
車
区
及
び
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
六
十
三
号

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
二
年
交
通
局
規
程
第
二
十

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
号
中
「
、
地
下
高
速
電
車
及
び
懸
垂
電
車
」
を
「
及
び
地
下
高
速
電
車
」
に
改
め
る
。

別
表
二
危
険
の
項
中
「
、
深
層
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
坑
内
又
は
懸
垂
電
車
の
走
路
上
」
を
「
又
は
深

層
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
坑
内
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
六
十
四
号

東
京
都
交
通
局
職
員
制
服
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

東
京
都
交
通
局
職
員
制
服
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
職
員
制
服
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
交
通
局
規
程
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
一
の
部
電
車
部
に
属
す
る
職
員
の
款
イ
の
項
中
「
及
び
モ
ノ
レ
ー
ル
運
転
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
六
十
五
号

東
京
都
交
通
局
会
計
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

東
京
都
交
通
局
会
計
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
会
計
事
務
規
程
（
昭
和
三
十
年
交
通
局
規
程
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。



（増刊 80）東 京 都 公 報令和5年12月15日（金曜日）５

第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
、
二
の
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
を
削
る
。

第
五
十
六
条
第
一
項
中
「
電
車
営
業
所
、
駅
務
管
区
及
び
日
暮
里
・
舎
人
営
業
所
に
あ
つ
て
は
」
及

び
「
、
懸
垂
電
車
の
駅
に
あ
つ
て
は
翌
日
（
翌
日
が
懸
垂
電
車
の
休
業
日
に
当
た
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

翌
々
日
）
」
を
削
る
。

第
百
二
十
条
の
二
の
表
交
通
事
業
会
計
の
項
中
「
新
交
通
事
業

懸
垂
電
車
事
業

」

を
「
新
交
通
事
業

」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中

「
二

課
長
代
理
（
懸
垂
電
車
区

長
）

懸
垂
電
車
係
員
の
う
ち

局
長
が
指
名
す
る
者

一

懸
垂
電
車
の
旅
客
運
賃

二

事
故
金
、
過
剰
金
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
収
納

金
三

釣
銭
準
備
金
の
受
払
及
び
保
管

四

有
償
領
布
物
の
代
金

」
を

「
二

削
除

」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
六
十
六
号

東
京
都
交
通
局
出
納
取
扱
金
融
機
関
等
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
五
年
十
二
月
十
五
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

東
京
都
交
通
局
出
納
取
扱
金
融
機
関
等
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
出
納
取
扱
金
融
機
関
等
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
交
通
局
規
程
第
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
、
懸
垂
電
車
の
駅
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
六
十
七
号

東
京
都
交
通
局
遺
失
物
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

東
京
都
交
通
局
遺
失
物
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
遺
失
物
取
扱
規
程
（
昭
和
三
十
三
年
交
通
局
規
程
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
、
懸
垂
電
車
」
を
削
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
乗
務
員
、
運
輸
係
員
、
駅
務
管
区
係
員
及
び
そ
の
他
の
係
員
を
含
む
。
」
を
削

り
、
「
遺
失
物
取
扱
員
」
を
「
係
員
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
遺
失
物
取
扱
員
」
を
「
係
員
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
遺
失
物
取
扱
員
」
を
「
係
員
」
に
改
め
、
「
そ
の
旨
を
」
の
下
に
「
事
業
所

の
」
を
加
え
る
。

第
六
条
中
「
第
三
条
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
鎖
錠
」
を
「
施
錠
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
金
庫
」
を
「
施
錠
で
き
る
保
管
庫
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
及
び
遺
失
物
の
特
徴
、
内
容
等
」
を
「
、
遺
失
物
の
種
類
及
び
特
徴
そ
の
他
必
要
な
事

項
」
に
、
「
捜
索
し
」
を
「
、
捜
索
し
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
六
十
八
号

東
京
都
交
通
局
記
念
乗
車
券
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男
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東
京
都
交
通
局
記
念
乗
車
券
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
記
念
乗
車
券
規
程
（
昭
和
六
十
年
交
通
局
規
程
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
、
第
五
号
又
は
第
六
号
」
を
「
又
は
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第

三
条
第
七
号
」
を
「
第
三
条
第
六
号
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
七
項
を
削
り
、
同
条
第
八
項
中
「
第
三
条
第
七
号
」
を
「
第
三
条
第
六
号
」
に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
七
項
と
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
第
六
号
ま
で
」
を
「
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
、
第
四
号
及

び
第
六
号
」
を
「
及
び
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
条
第
七
号
」
を
「
第
三
条
第
六

号
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
三
項
中
「
第
三
条
第
七
号
」
を
「
第
三
条
第
六
号
」
に
、
「
、
地
下
高
速
電
車
又
は
懸
垂

電
車
」
を
「
又
は
地
下
高
速
電
車
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
第
三
条
第
七
号
」
を
「
第
三
条
第
六
号
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
、
東
京
都
地
下
高
速
電
車
旅
客
営
業
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
交
通
局
規
程
第
十
号
）

及
び
東
京
都
懸
垂
電
車
条
例
施
行
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
交
通
局
規
程
第
三
十
九
号
）
」
を
「
及
び
東

京
都
地
下
高
速
電
車
旅
客
営
業
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
交
通
局
規
程
第
十
号
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
六
十
九
号

東
京
都
電
車
、
乗
合
自
動
車
、
地
下
高
速
電
車
及
び
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
と
東
日
本
旅
客
鉄
道

株
式
会
社
鉄
道
線
等
と
の
連
絡
運
輸
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

東
京
都
電
車
、
乗
合
自
動
車
、
地
下
高
速
電
車
及
び
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
と
東
日

本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
鉄
道
線
等
と
の
連
絡
運
輸
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程

東
京
都
電
車
、
乗
合
自
動
車
、
地
下
高
速
電
車
及
び
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
と
東
日
本
旅
客
鉄
道

株
式
会
社
鉄
道
線
等
と
の
連
絡
運
輸
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
三
年
交
通
局
規
程
第
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
中
「
、
座
席
定
員
制
」
を
「
及
び
座
席
定
員
制
」
に
改
め
、
「
及
び
懸
垂
電
車
」
を
削

る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
七
十
号

東
京
都
懸
垂
電
車
条
例
施
行
規
程
を
廃
止
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

東
京
都
懸
垂
電
車
条
例
施
行
規
程
を
廃
止
す
る
規
程

東
京
都
懸
垂
電
車
条
例
施
行
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
交
通
局
規
程
第
三
十
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
七
十
一
号

東
京
都
交
通
局
懸
垂
電
車
係
員
規
程
を
廃
止
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

東
京
都
交
通
局
懸
垂
電
車
係
員
規
程
を
廃
止
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
懸
垂
電
車
係
員
規
程
（
昭
和
六
十
年
交
通
局
規
程
第
十
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
七
十
二
号

東
京
都
懸
垂
電
車
実
施
基
準
管
理
規
程
を
廃
止
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
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令
和
五
年
十
二
月
十
五
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

東
京
都
懸
垂
電
車
実
施
基
準
管
理
規
程
を
廃
止
す
る
規
程

東
京
都
懸
垂
電
車
実
施
基
準
管
理
規
程
（
平
成
二
十
年
交
通
局
規
程
第
七
十
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
交
）

◉
交
通
局
告
示
第
四
号

昭
和
三
十
九
年
交
通
局
告
示
第
十
五
号
（
東
京
都
懸
垂
電
車
の
路
線
の
名
称
及
び
区
間
）
は
、
令
和

五
年
十
二
月
二
十
八
日
限
り
廃
止
す
る
。

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

◉
交
通
局
告
示
第
五
号

昭
和
五
十
年
交
通
局
告
示
第
二
号
（
東
京
都
懸
垂
電
車
運
輸
営
業
の
休
止
）
は
、
令
和
五
年
十
二
月

二
十
八
日
限
り
廃
止
す
る
。

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

◉
交
通
局
告
示
第
六
号

令
和
元
年
交
通
局
告
示
第
七
号
（
東
京
都
懸
垂
電
車
運
輸
営
業
の
一
時
休
止
）
は
、
令
和
五
年
十
二

月
二
十
八
日
限
り
廃
止
す
る
。

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男
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